
 

 

 

 

群馬東部水道企業団は、安全で良質な水道水を将来にわたってお客様にお届けできるよう厚生労働

省の「水安全計画策定ガイドライン」に基づき「群馬東部水道企業団 水安全計画」を平成 30 年度

に策定しました。 

 令和 2 年 4 月から群馬県との事業統合により「みどり浄水場」と「東部浄水場」の 2 つの施設が

群馬東部水道企業団に新たに加わりました。そこで「群馬東部水道企業団 水安全計画」を改訂する

ことになりました。 

群馬東部水道企業団 水安全計画の改訂 

水安全計画とは 

水安全計画は、水道システムの実態把握に基づき、水源から蛇口に至るまでの過程で想定され

るすべての危害（リスク）を抽出・特定し、それらを継続的に監視・制御することにより安全な

水の供給を確実にするシステム作りを目指すものです。 

具体的には特定した危害に対して管理措置の設定と監視方法・管理目標の設定を行っていま

す。この流れの一例を写真とともに整理すると下表のとおりです。 

安全な水を安定的に供給するためには、PDCA サ

イクルの考え方に基づき、「水安全計画」が十分なも

のとなっていることを確認し、必要に応じて改善する

ことが重要です。 

今回の改訂により、「みどり浄水場」と「東部浄水

場」を含めた水道施設のより一層の水質管理が促進さ

れることになりました。 

水安全計画の効果とは 

水安全計画の策定と運用によってもたらされる効果は次のとおりです。 

群 馬 東 部 水 道 企 業 団  水 安 全 計 画 を 改 訂 し ま し た ！ 

水安全計画に関する問い合わせ先 

群馬東部水道企業団 工務課 

〒373-0853 群馬県太田市浜町 11 番 28 号 

TEL 0276-45-2733  FAX 0276-48-1144 

URL：https://www.gtsk.or.jp/ 

【みどり浄水場】 

【東部浄水場】 


